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令和元年 8 月 15 日改正 



 

❀飛騨市民病院の基本理念❀ 

 

思いやりの心・信頼される医療・地域を愛し愛される病院 

 

❆ 基 本 方 針 ❆ 

 １．地域に寄り添い、医療・介護・福祉・保健・生活が一体となった 

「地域包括医療・ケア」を実践します。 

 ２．医療水準の向上に自助努力します。 

 ３．安全で確実かつ温かいチーム医療を目指します。 

 ４．患者さんの権利と尊厳を重視し、その人らしい生涯を過ごせるよう 

支援します。 

 ５．存続可能な健全な経営を目指します。 

 

診療科目 

内科・外科 

（整形外科）（眼科）（脳神経外科）（泌尿器科） 

（小児科）（皮膚科）（耳鼻咽喉科） 

（心臓血管外科）（婦人科）（循環器内科） 

（呼吸器内科）（腎臓内科）（糖尿病内科） 
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入院されるにあたり 
 

今回の入院療法により、１日も早いご回復を心からお祈りします。 

病気のことや検査、治療など分からないことがありましたら、ご遠慮なく 

主治医や看護師にお尋ねください。 

 

１．入院の手続きは 
① 入院する時は、手続きが必要です。担当看護師または事務員がご案内いたします。 

② ご持参していただくもの 

１.健康保険証、介護保険証  

２.医療受給者証（限度額適用認定証、福祉医療費受給者証、高齢受給者証など） 

３.診察券   

４.基準寝具貸与返納記録   

５.入院証書（記入、押印のうえ） 

６.個人情報確認書   

７.他病院からの紹介の方は、紹介状・退院証明書 

８.ＣＳセット申込書（別紙「ＣＳセットご案内」をご覧ください） 

 

③ 入院を取り消される場合には、外来診療科受付まで至急ご連絡ください。 

＊ 保険証は毎月確認させていただきます。 

＊ 入院中に保険証等の異動がありましたら、すみやかにご連絡ください。 

＊ 交通事故で入院される場合でも保険証を使用することが出来ますが、その時は必ず

保険者へその旨お申し出ください。なお、医療保険を使用しないで私費扱いでの診

療を希望される方は、会計窓口へお申し出ください。 

 

2．入院時に必要なものは 
① 入院される時は、病院から特に案内した物のほかに、次の物をご用意ください。             

 １.印鑑、筆記用具、シューズ（ご高齢者はつまづきやすいので、転倒防止のため安定し 

たシューズをおすすめします）、下着、お薬手帳、現在内服中の薬（他院の薬も全て）、 

イヤホン 

   ※その他のものはＣＳセットＡプラン申込により準備します。 

 ２.基準寝具（布団、枕、毛布）は、当院で準備いたします。 

 ３.電気製品を持ち込まれる方は、ナースステーションにご相談ください。 

 ４.盗難防止のため、貴重品、多額の現金はお持ちにならないでください。 
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3．お食事は 
① 患者様のお食事は、病状などに応じて用意いたします。 

② 朝食は午前７時３０分、昼食は１２時、夕食は午後６時となっております。 

③ 飲食物の持ち込みは、ご遠慮ください。 

④ 食事に関して不都合がある場合は、主治医や看護師、管理栄養師にご相談ください。 

 

 

4．付添いは 
当院は、厚生労働大臣が定める基準による看護（基準看護）を行っていますので、付

添いは原則として必要ありません。 

患者様の病状などにより付き添いが必要な場合、もしくはご希望される場合は、病棟

看護師長にご相談してください。 

 

 

５．面会は 
① 面会時間は下記のとおりです。 

 全日（平日・土・日・祝祭日） 午後１時～午後８時 

   （昼食時・夕食時はご遠慮ください。） 

 

② 面会者は次の事項をお守りください。 

 ＊ 面会の方は、必ず病棟看護師にお声をかけてください。 

＊ 面会は、デイルームを利用し、他の患者様の迷惑にならないようお願いします。ま

た、面会時の病室での飲食はご遠慮願います。 

＊ 面会は、少人数で短時間（１０分程度）でお願いします。 

＊ お子様（１２歳未満）の面会は、感染防止のため特別のとき以外はご遠慮ください。 

＊ 空きベッドに腰掛けないでください。 

＊ 大勢での面会は、他の患者様の安静の妨げになりますのでご遠慮ください。 

 

③ 電話の取り次ぎについて 

    患者様への電話のお取り次ぎは原則として行いません。 

 

★ 面会時間など上記①～③の事柄は、必ずご家族や知人の方にお知らせください。 
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6．喫煙は 

病院敷地内は病院敷地内は病院敷地内は病院敷地内は全面禁煙となっております。全面禁煙となっております。全面禁煙となっております。全面禁煙となっております。 

                          

 

 

7．入院費用について（第Ⅰ病棟） 
①  普通室の 1 日あたりの入院料、入院環境等に係わるもの、看護料、医学管理料、寝具

を含む入院の基本診療料です。 

②  入院料の他に投薬、注射、処置、手術、検査、レントゲンなどの料金が加算されます。 

③  次の保険加入区分により、入院料（①と②の合計）の負担が決定されます。） 

       健康保険本人・家族    診療費の３０％ 

       国民健康保険          診療費の３０％ 

       退職者国民健康保険    診療費の３０％ 

④ 入院時食事療養費として、加入保険の種類にかかわらず、１食につき３６０円が定額

負担となります。なお、低所得者に対する軽減措置があります。 

⑤  ７０歳以上の方の入院については診療費の１０％～３０％の負担となります。（保険証

の種類により異なります） 

⑥ 私費で入院される方は、入院時に保証金として２０，０００円を会計窓口でお支払い

ください。 

⑦ 個室をご希望される場合は、お申し出により手配いたします。 

（申し込み用紙の記入が必要となります） 

【第Ⅱ病棟（療養病棟入院患者様は別資料をご参照ください）】 

個室使用料（消費税込）/１日分（平成２６年４月１日から適用） 

Ｂ室：３，２４０円 Ｃ室：２，５９０円 Ｄ室：１，７３０円 

＊ 各室、テレビ・冷蔵庫は有料となります。 

＊ 電話料は月末及び退院時に清算します。 

Ｂ  室  １０７号、１１０号、１１１号（トイレ、手洗い、電話）   

Ｃ  室  １０８号、１１２号、３０６号、３０７号（手洗い、電話）   

Ｄ 室 １１３号 

 

8．入院料のお⽀払いは 
① 入院料金は毎月末日で締め切り、請求書発行より１４日以内に、必ずお支払していた

だくようお願い致します。 
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②  医療費の支払いその他のことで相談がありましたら、会計窓口にご遠慮なくお尋ねく

ださい。 

③ ＣＳセットのお支払いについて、入院料とは別にＣＳセットサービス提供業者（トー

カイ）から請求書が送付されますので各自お支払いください。 

 

 

9．病棟生活について 
① １日の生活 

  （午前） 

1）起床 

2）朝食・・・・・・・・午前７時３０分 

3）検温、処置、検査など 

 （午後） 

1）昼食・・・・・・・・１２時 

2）検温、処置、検査など 

3）夕食・・・・・・・・午後６時 

4）面会終了・・・・・・午後８時 

5）消灯・就寝・・・・・午後９時 

  

② 注意事項 

【リストバンド】 

・ 患者様の安全のために入院中は、リストバンドを装着していただきます。点滴などの

際にはバーコードで認証を行います。 

 

【食事】 

・ 歩ける方はなるべくデイルームで食事をしましよう。 

・ お茶はデイルームのティーサーバーをご利用ください。使用時間は午前６時から午後

９時３０分までです。 

 

【外出・外泊】 

・ 外出、外泊は主治医の許可が必要です。必ず外出・外泊届出用紙をご記入の上、ナー

スステーションまで提出してください。 

 

【ナースコール】 

・ 看護師にご用のある方はベッドの頭上にナースコール（ピンクのボタン）があります

ので押してください。また、トイレ、浴室で気分が悪くなった場合には非常用ナース

コールがありますのでご利用ください。 
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【病衣について】 

・ 診察上の必要から原則として病衣を着用していただいています。 

・ 週２回の交換となります。汚れた場合は、その都度、交換いたします。 

 

【寝具・シーツ交換】 

・ 交換は、週１回実施しています。汚れた場合は、その都度、交換いたします。 

 

【洗濯】 

・ 洗濯機、乾燥機はご自由にお使いください。使用時間は午前６時から午後９時までで

使用料金は１回につき各１００円です。（１００円硬貨のみの利用となります） 

 

【入浴】 

・ 主治医の許可があった方は入浴できます。入浴順をお知らせしますので決して自己判

断で入らないでください。また、浴室の内鍵は閉めないでください。 

 

【テレビ】 

・ テレビはプリペイドカード方式になっており、デイルームのテレビの横にカード販売

機があります。精算できませんので、残高を残さないようにご注意ください。 

・ テレビの使用は、他の患者様に迷惑になる場合がありますので、必ずイヤホンを使用

してください。イヤホンは、会計窓口にて販売しています。なお、消灯後のテレビ鑑

賞はご遠慮ください。 

 

【夜間】 

・ 定期的に看護師が巡視しますのでご安心してお休みください。 

 

【非常口】 

・ 各階に設けてあります。入院案内の病院見取図を参照の上、各自確認しておいてくだ

さい。非常口を開けますとベルが鳴り響きますので、普段は触らないでください。 

 

【ゴミについて】 

・ ゴミ捨て場は洗面・洗濯室及びデイルームにありますので必ず分別をしてお捨てくだ

さい。 

・ オムツは汚物処理室にある所定のバケツに入れてください。 

 

【その他】 

・ 事情により病室を移動していただくことがありますのでご了承ください。 

・ 院内での喫煙・飲酒については一切禁止ですのでお守りください。 

・ 入院に際しては、はさみ・ナイフ等・ライター等の持ち込みは禁止となっております。 

・ ご不明なことや困ったことがありましたら、お気軽に看護師までお申し出ください。 

・ 感染予防のため生花の持ち込みはご遠慮いただいております。 
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１0．地域医療連携室からのご案内 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

                         

地域医療連携室は、患者様、ご家族様の相談窓口となっています。 

ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。 

 

地域医療地域医療地域医療地域医療    

連携室連携室連携室連携室    

病院正面玄関 

 救急室 

 

患者様の「退院後」

を考えるのはご家

族様です！ 

病院 1階 

会計窓口 

カウンター 

入り口 

この度、入院となったことで、患者様、ご家族様も心配で落ち着かない日々

を過ごされていることと存じます。 

 治療を終えられた患者様は家へ帰られることをお望みになりますが、ご家

庭の事情でご自宅に帰ることができない方や退院に自信がない方もいらっし

ゃいます。そういった方々も治療が終われば退院となります。 

入院時には、入院したら今後どうなるんだろう？ 元気な頃と同じように

もどれるのかな？ これから自分で歩けなかったり、オムツ交換や食事介助

が必要になるのかな？ といった色々なご不安があると思います。 

また、いよいよ退院の日が近づきますと『治療が終わったので退院してい

いですよ』とお伝えすることがあるかと思いますが、それから退院について

考えるのではなく、入院と同時に退院後の生活についてご家族等で話し合っ

て下さい。 

地域医療連携室では、少しでも安心して退院できますよう協力させていた

だきますので、是非ご相談ください。 
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１1．持参薬について 
① 入院に際して必要な薬は、新しく処方し使用しますが、主治医・薬剤師の判断で持参

薬を使用する場合があります。 

 ② ｢お薬手帳｣をお持ちの方は、必ずご提出をお願いします。 

 

 

１2．他医療機関の受診について 
当院では、入院中の他医療機関の受診は、主治医の指示が必要となります。 

入院される際に、現在服用されている他医療機関の「内服・点眼・軟膏等」をお持ち

の方は、必ず病棟ナースステーションまでお申し出ください。 

また、無断で他医療機関を受診することは禁止されています。（必要な場合は、主治医

が指示いたします。） 

 

 

１3．退院は 
① 退院は、主治医の許可を得て、看護師の案内に従ってください。 

② 診断書などが必要な方は、時間を要する場合もありますので早めにお申し出ください。 

③ 入院証明書が必要な場合は、退院後に１階会計窓口にお申し込みください。 

 

 

１4．病院基準（第Ⅰ病棟） 
当病院は、厚生労働大臣が定める基準による看護（基準看護）を行っている保険医療

機関です。 

同基準のうち「入院基本料」は東海北陸厚生局の承認を受けており、入院患者様１０

人に１人の看護スタッフ（内７割以上は看護師）の体制で看護に当たっております。 

食事については、「特別管理による食事の提供」について東海北陸厚生局の承認を受け

ており、管理栄養士によって管理された食事を適時（朝食：午前７時３０分、昼食：１

２時、夕食：午後６時）適温で提供しています。 
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１5．携帯電話・スマートフォンの使用    

院内で携帯電話、スマートフォンは使用できますが、ご使用される場合は、下記のマナ

ーと規則を厳守くださいますようお願いします。 

≪病院内携帯電話等使用規則≫≪病院内携帯電話等使用規則≫≪病院内携帯電話等使用規則≫≪病院内携帯電話等使用規則≫    

    ① 院内ではマナーモードに切り替えてください。 

 

 ② 医療用機器の範囲 

   メール、指定区域での音声通話の際、医療機器から５０医療機器から５０医療機器から５０医療機器から５０cmcmcmcm 以内では使用禁止です。以内では使用禁止です。以内では使用禁止です。以内では使用禁止です。    

        

    ③ 音声での通話の注意事項 

   ◆ 禁止区域禁止区域禁止区域禁止区域        診察室、各種検査室診察室、各種検査室診察室、各種検査室診察室、各種検査室    

                禁止区域外での通話におかれましても、周囲の方に迷惑がかからないようなお声 

でお話ください。 

≪≪≪≪WIWIWIWI----FIFIFIFI 使用について使用について使用について使用について≫≫≫≫ 

WI-FI の接続については廊下に掲示してありますので、ご参照ください。 

 

 

１6．その他 
① 病院１階（正面玄関と会計待合横）及び２階デイルーム横にお飲物の自動販売機が設

置してあります。 

② 病院職員に対しての心づけは固くお断りします。病院職員に対しての心づけは固くお断りします。病院職員に対しての心づけは固くお断りします。病院職員に対しての心づけは固くお断りします。    

③ 駐車場が狭く、来院の方々にご迷惑おかけしています。入院期間中の駐車はご遠慮く 

ださい。 
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１7．患者様の権利 
 当院は、患者様の権利と意思を尊重し安全で信頼のおける医療を行うために、「患者様中

心の医療」の理念のもと患者様の基本的な権利を明確にし、これを尊重するとともに、効

果的治療等を行うにあたり守っていただきたい義務についても定め、「患者の権利に関する

世界医師会リスボン宣言」に基づきここに宣言します。 

１．良質の医療を受ける権利１．良質の医療を受ける権利１．良質の医療を受ける権利１．良質の医療を受ける権利    

 患者様は社会的地位、民族、国籍、宗教、信条、傷害の有無などに関わらず、最善の医

療を公平に受ける権利があります。 

２．選択の自由の権利２．選択の自由の権利２．選択の自由の権利２．選択の自由の権利    

 患者様は病院・医師を自由に選択し、医療のどの段階においても、他の医師の意見を求

める権利があります。 

３３３３．自己決定の権利．自己決定の権利．自己決定の権利．自己決定の権利    

 患者様は十分な情報を得て、自分の意思で検査や治療などの医療を受けるか受けないか

を自由に決める権利があります。 

４．意識喪失者４．意識喪失者４．意識喪失者４．意識喪失者    

 患者様が意識不明かその他の理由で意思を表明できない場合、法律上の権限を有する代

理人から可能な限り情報を得なければいけない。 

５．法的無能力者５．法的無能力者５．法的無能力者５．法的無能力者    

 患者様が未成年者あるいは法的無能力者の場合、法律上の権限を有する代理人の同意が

必要とされます。 

６．患者６．患者６．患者６．患者様様様様の意思に反する処置・治療の意思に反する処置・治療の意思に反する処置・治療の意思に反する処置・治療    

 法律が認める場合や倫理原則に合致する場合は、医師は患者の意思に反する医療を例外

的に行うことができます。 

７．情報に関する権利７．情報に関する権利７．情報に関する権利７．情報に関する権利    

 患者様は自分が受けた医療について知る権利があります。そのために、十分な説明を受

けることができます。必要な場合には、診療記録の開示などを受けることができます。 

８．秘密保持に関する権利８．秘密保持に関する権利８．秘密保持に関する権利８．秘密保持に関する権利    

 患者様は診療過程における個人情報を保護され、プライバシーを侵害されない権利があ

ります。 

９９９９．健康教育を受ける権利．健康教育を受ける権利．健康教育を受ける権利．健康教育を受ける権利    

 すべて人は、疾病予防および早期発見についての手法や保健サービスの利用などを含め

た情報を与えられたうえで選択可能となるような健康教育を受ける権利を持っています。 

10101010．尊厳性への権利．尊厳性への権利．尊厳性への権利．尊厳性への権利    

 いかなる状態にあっても人格が尊重され尊厳をもって、その生涯を全うする権利があり

ます。 

11111111．．．．宗教的支援を受ける権利宗教的支援を受ける権利宗教的支援を受ける権利宗教的支援を受ける権利 

 患者様は信仰する宗教の聖職者による支援を含む、精神的、道徳的慰問を受けるか受け

ないかを決める権利を持っています。 
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１8．個人情報の保護 

患者患者患者患者様様様様の個人情報の保護についてのお知らせの個人情報の保護についてのお知らせの個人情報の保護についてのお知らせの個人情報の保護についてのお知らせ    

    

    

当院では、患者様に安心して医療を受けていただくために、安全な医療をご提供すると

ともに、患者様の個人情報の取り扱いにも、万全の体制で取り組んでいます。 

 

〔個人情報の利用目的について〕〔個人情報の利用目的について〕〔個人情報の利用目的について〕〔個人情報の利用目的について〕    

 

 当院では、患者様の個人情報を次項の目的で利用させていただくことがございます。こ

れら以外の目的で利用させていただく必要が生じた場合には、改めて患者様から同意をい

ただくことにしております。 

 

 

〔個人情報の開示・訂正・利用停止について〕〔個人情報の開示・訂正・利用停止について〕〔個人情報の開示・訂正・利用停止について〕〔個人情報の開示・訂正・利用停止について〕    

 

 当院では、患者様の個人情報の開示・訂正・利用停止等につきましても「飛騨市個人情

報保護条例」の規定にしたがって進めております。手続きの詳細のほか、ご不明な点につ

きましては、総合案内（会計窓口）までお気軽にお尋ねください。 

 

 

 

 

 

飛騨市民病院 病院長 
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当院における患者様の個人情報の利用目的は 

 

１．院内での利用１．院内での利用１．院内での利用１．院内での利用 

1．患者様に提供する医療サービス 

 2．医療保険事務 

 3．入退院等の病棟管理 

 4．会計・経理 

 5．医療事故等の報告 

 6．当該患者様への医療サービスの向上 

 7．院内医療実習・医療教育への協力 

 8．医療の質の向上を目的とした院内症例研究 

 9．その他、患者様に係る管理運営業務 

 

２．院外への情報提供としての利用２．院外への情報提供としての利用２．院外への情報提供としての利用２．院外への情報提供としての利用    

1．他の病院、診療所、助産院、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者など 

   との連携 

 2．他の医療機関等からの照会への回答 

 3．患者様の診療等のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

 4．検体検査業務等の業務委託 

 5．ご家族様等への病状説明 

 6．保険事務の委託 

 7．審査支払機関へのレセプトの提出 

 8．審査支払機関または保険者からの照会への回答 

 9．事業者等から委託を受けた健康診断に係る、事業者等へのその結果通知 

10．医師賠償責任保険等に係わる、医療に関する専門の団体や保険会社等への相談または 

   届出等 

11．官公署が行う調査照会などへの回答 

12．その他、患者様への医療保険事務に関する利用 

 

３．その他の利用３．その他の利用３．その他の利用３．その他の利用    

1．医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

 2．外部監査機関への情報提供 

 

① 上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、 

  その旨を担当窓口までお申し出ください。 

② お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただ

きます。 

③ お申し出は、申し出後いつでも撤回、変更等をすることができます。 

 



 12

１9．病院⾒取り図 
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